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大和都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更（神奈川県決定） 

 

 

都市計画住宅市街地の開発整備の方針を次のように変更する。 

 

住宅市街地の開発整備の方針 

「別添のとおり」



 

 

 

 

理 由 書 

 

本区域における実現すべき住宅市街地のあり方、良好な住宅市街地の整備又は開発の方針を定め、さら

に、既存の低・未利用地及び住宅密集市街地等、その地域特性に応じて良好な住宅市街地として計画的に

整備又は開発すべき相当規模の地区について、地区の整備又は開発の目標、用途、密度に関する基本方針

等を定めることにより、良好な居住環境の整備、誘導を図るため、本案のとおり変更するものです。 

渋谷南部地区、下福田地区、下鶴間山谷南地区については、土地区画整理事業の完了に伴い、計画的な

住宅市街地の整備と基盤施設の整備が図られたことから削除するものです。 
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１ 住宅市街地の開発整備の目標と整備開発の方針 

(１) 住宅市街地の開発整備の目標

① 目標とする住宅市街地

本区域は、経済の高度成長期である昭和 30 年代半ば頃から著しく人口が流入したため、鉄

道駅を中心として土地区画整理事業等による市街地の形成がなされ、概ね市街化区域の過半の

区域について基盤整備が完了している。今後も本区域の北部地域において土地区画整理事業等

の都市基盤整備を予定している。 

このような状況の下で、今後の人口減少社会を踏まえ、家族形態やライフスタイルの変化、

多様化がさらに進展するものと想定され、これらの住宅需要に対応すべく、良質な住宅ストッ

ク及び良好な住宅市街地の形成を図ることを基本目標とする。 

住宅市街地の形成を図るにあたっては、都市基盤施設整備と一体となった開発が行われるよ

う配慮するとともに、住民が将来にわたって豊かでゆとりある居住環境を享受できるよう周辺

環境等の維持・保全にも配慮し、高度な都市機能の集積した水と緑豊かな住宅市街地の形成を

図る。 

また、今後の少子高齢化の進行を踏まえ、子育て世代を中心とした生産年齢人口の増加によ

る世代間人口バランスの確保と南部地域への重点的な居住誘導による地域間人口バランスの

確保を目指す。 

② 良好な居住環境の確保等に係る目標

良質な住宅市街地の形成を図るため、自然環境との調和はもとより道路、下水道等の公共施

設整備との整合のとれた住宅及び住宅地の計画的供給を維持する。このため、土地区画整理事

業等の面的整備事業、地区計画等の積極的な活用を図る。空き家や高経年分譲マンション等に

ついては、増加が見込まれるため、適正な維持管理や活用を誘導する。 

　また、高齢者・障がい者等が安心して住み続けられるよう適切な支援を行う。 

更に、良好な住環境の形成や維持・保全を図るため、地域住民の主体的な活動の支援を推進

する。 

(２) 良好な住宅市街地の整備又は開発の方針

住宅市街地の開発整備の目標を達成するため、市街地開発事業等により道路、下水道、公園、

緑地等生活基盤整備を推進するとともに、地区計画等を有効に活用するなど総合的、計画的に住

環境の改善・保全を図る。 

また、居住水準及び住環境水準を効果的に向上させていくため、それぞれの市街地特性や住宅

事情により、住宅市街地を次の４つに類型化し施策の展開を図る。 

① 低・未利用地等を活用した住宅市街地

既成市街地の低・未利用地で住宅地としての利用に適するものについては、周辺環境との調

和に留意し、良好な住宅市街地の形成に努める。 

② 市街化区域内農地を計画的に活用した住宅市街地

市街化区域内農地を有効かつ計画的に活用・保全し、緑を活かした良好な住宅市街地の形成

に努める。 

また、宅地化するものについては、地域における住宅需要に適切に対応した土地利用及び整

備・開発の方向を見極め、土地区画整理事業等を推進するほか、地区計画等の規制・誘導手法
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により良好な住宅市街地の形成に努める。

③ 既存住宅地内の建替えによる住宅供給の促進

老朽化した狭小住宅が存在する既成市街地では、居住水準・住環境水準に配慮した計画的な

建て替えの推進により土地の有効・高度利用を図り、細街路を解消するなど生活基盤の整った

住宅市街地の形成に努める。 

特に、住宅と商業施設等が混在している大和駅周辺地区などの市街地については、住宅と店

舗が共存する活力ある地域整備を進めるため、市街地再開発事業等の推進により、良質で多様

な都市型住宅の供給を誘導する。 

④ 計画的な新市街地の開発

新市街地については、計画的な人口の配置を図るため、土地区画整理事業や開発許可制度の

適切な運用などにより、良好な市街地を形成するとともに、地区計画等により適正な土地利用

を誘導し、良好な住環境の形成を図る。 

２ 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

｢神奈川県住生活基本計画｣に定める重点供給地域のうち、特に計画的な住宅市街地の整備又は開

発が必要な重点地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要は、別表及び別図のとおりである。 
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別表  重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地 区 名 １ 大和駅周辺地区 

面   積 約 16.8ha 

イ 地区の整備又は開発

の目標

広域拠点として、計画的な土地

の高度利用を促進し、快適な都市

環境の形成を図る。 

ロ 用途、密度に関する

基本的方針、その他の

土地利用計画の概要

優れた立地条件を活かすため、

商業・業務施設、公益施設、都市型

住宅等の複合した市街地の形成を

図る。 

ハ 都市施設及び地区施

設の整備の方針

道路、公園等の整備を図る。 

ニ その他の特記すべき

事項 － 

(参考) 

重点地区を含む重点供

給地域の名称 

大和駅周辺地域 



地
区
名
：
1 
大
和
駅
周
辺
地
区
　
面
積
：
約
16
.8
ha

縮
尺
：
１
；
５
，
０
０
０

重
点
地
区
の
区
域

N

3・5・15　大和駅西線（15ｍ）
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ｍ
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1
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和
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行
者
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用
道
７
号
線
（
3
.
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～
1
9
ｍ
）

3・5・14

大和駅東線（15ｍ）

3・4・1　藤沢町田線（16ｍ）
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5・

11
　
本
町
通
り
線
（
15
ｍ
）

３
・
５
・
４
　
深
見
草
柳
線
（
15
ｍ
）

3・4・2
南大和相模原線 （16ｍ）

3・5・10　大和駅南線（15ｍ）

3・5・15　大和駅西線（15ｍ）

3
・
5
・
1
3
　
大
和
駅
北
線
（
1
5
ｍ
）

8
・
6
・
1

大
和
歩
行
者
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道
７
号
線
（
3
.
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～
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ｍ
）

3・5・14

大和駅東線（15ｍ）

3・4・1　藤沢町田線（16ｍ）

3・
5・

11
　
本
町
通
り
線
（
15
ｍ
）

３
・
５
・
４
　
深
見
草
柳
線
（
15
ｍ
）

3・4・2
南大和相模原線 （16ｍ）

3・5・10　大和駅南線（15ｍ）
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